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240号の概要
明けましておめでとうございます。2026年の年頭に当たり、日食協会長國分晃より新年のご挨拶を申
し上げます。本号では持続可能な物流の実現に向け活動中の「ﾌｰﾄﾞｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ・ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
（FSP）」から12月23日開催の第23回目となる会議の内容をご紹介しています。また、「日食協商品
情報連携標準化システム（N-Sikle）」運営委員会は12月15日に本年度2回目の全体会を開催しました。
その内容について「N-Sikleニュース」にて資料を掲載しておりますのでご覧ください。

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

●会長 新年のご挨拶

●業界動向
第23回「FSP会議」開催 12月23日 会議次第
持続可能な物流の実現に向けた製配販三層の取組み「FSP会議」、今回は商品情報連携
の取組み（N-Sikle）の活動状況並びに「産業横断レジストリ」との連携に関する方針に
ついて情報共有。また「加工食品業界製配販行動指針」FSP版の更新情報が確認された。
さらに「日付逆転不可」問題への取組み状況について議論が交わされた。
・商品情報連携の取り組み「N-Sikleについて」
・「加工食品業界製配販行動指針」FSP版更新 資 料
・「日付逆転不可」への取組み状況について 資 料

●支部活動
・12月 1日（月）北海道支部常任幹事会 会場：一乃喜 常任幹事会次第

・12月11日（木）九州・沖縄支部連絡協議会、賛助会員連絡会
会場：ANAクラウンプラザホテル福岡 会次第

●Ｎ－Ｔｏｒｕｓニュース
・エンハンス（グループ3）12月1日リリース
（パスワードリセット機能追加 ほか）
・サービス申込書は軽微な修正を不定期で行っております。
新規申込みの際は、ダウンロードにて使用願います。

●Ｎ－Ｓｉｋｌｅ 【日食協商品情報連携標準化システム】ニュース
・N-Sikle運営委員会幹事会 12月 9日（火）会場：日食協会議室及びWEB

・N-Sikle運営委員会全体会 12月15日（月）会場：日食協会議室及びWEB 
全体会資料
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●2025年度 委員会・研究会・専門部会・ＷＧ活動 （2025年12月1日～12月31日）

・12月 4日（木）第2回 ＡＳＮ検討ＷＧ 会場：会議室及びWEB

ﾒｰｶｰ･卸間次世代標準EDI推進協議会の状況 他

・12月 8日（月）第3回 執行運営委員会 会場：日食協会議室

11月14日開催 「正副会長会議」･「理事会」 議事報告､

「N-Sikle」 の展開について

・「商品情報連携会議」 の進捗について

・「産業横断レジストリ」 と「N-Sikle」 の連携について

「N-Torus」 事業運営体制検討の方向性について

「BCP検討WG」 の発足について

税制改正等にに関する要望書の提出について 他

・12月 9日（火）第4回 N-Sikle運営委員会幹事会 会場：日食協会議室

・12月11日（木）第6回 EDI-WG 会場：日食協会議室及びWEB

メーカー・卸間次世代標準EDI推進協議会についての共有

EDI W･Gの作業タスクについて 他

・12月15日（月）第3回 N-Sikle運営委員会全体会 会場：日食協会議室

・12月16日（火）第5回 ﾒｰｶｰ･卸間次世代標準EDI推進協議会幹事会

会場：日食協会議室及びWEB

実証実験打合せ

・12月19日（金）第1回 ＢＣＰ対策ＷＧ 会場：日食協会議室及びWEB

・12月19日（金）第6回 情報システム研究会 会場：会議室及びWEB

日食協からの情報共有､ファイネット・卸研からの報告 他

・特別公演：リッチラインズ社「ゼロトラストとサイバーレジリエンス」

・流通経済研究所：農林水産省委託調査（食品在庫調査）への協力依頼

・12月25日（木）第8回 N-Torus技術専門部会 会場：会議室及びWEB

N-Torus稼働状況･利用状況報告､エンハンス計画･エンハンス検討について 他
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2026年 新春ご挨拶 

一般社団法人 日本加工食品卸協会 

                      会長 國分 晃 

 

新年明けましておめでとうございます。 

皆さまにおかれましては、つつがなく新春をお迎えの

こと、心よりお喜び申し上げます。2026年の年頭にあた

りご挨拶申し上げます。 

 

 昨年 2025年の加工食品流通業界は、値上げ浸透による

改善効果の継続により、比較的順調に推移してきました

が、消費減退の進行や人手不足に伴う人件費・物流費の高

騰など、決して楽観の出来ない状況となっております。一

方で、小売業界では食品スーパーやドラッグストアの再編が進む中で、昨年から

続く物価上昇による節約志向や消費の二極化が続いております。 

その様な状況の中で、2026 年は昨年に引き続きコスト上昇に耐えうる企業体

質を構築すると同時に適正な価格転嫁を継続し、賃金と物価の好循環を実現する

年であります。そのためには流通各層が互いに連携し、効率的で強固なサプライ

チェーンを築くことが必要です。当協会といたしましても、重点テーマである「持

続可能な物流の構築」及び「サプライチェーン全体を繋ぐ情報基盤の構築」に引

き続き注力し、主体的に関与してまいります。物流テーマでは、本年 4月から特

定事業者に対する様々な義務が開始されますが、引き続き製配販の連携・協力の

中で、効率化を進めていきます。情報流テーマでは、昨年に引き続き「メーカー・

卸間次世代標準 EDI」の構築を推進すると共に、長年の懸案であった「サプライ

チェーン間における商品情報連携」も新たな局面に入り、昨年５月には、経済産

業省の主催による製配販３層の主要企業が一堂に会した「商品情報連携会議」が

発足いたしました。私どもといたしましても、このテーマに主体的に関与し、製

配販の情報連携がよりスムーズに進むよう、中間流通としての役割を果たして参

ります。 

物流及び情報流は製配販が協力して取り組まなければならない喫緊の課題です。

食品流通全体をサステナブルなものにするために、避けて通れないこれらサプラ

イチェーン全体のテーマに積極的に取り組み、課題解決に向けた役割を果たして

いく所存です。皆さまの更なるご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

最後に本年も関係各位に一層のご指導・ご鞭撻をお願いしますとともに、本年

が皆様方にとってよりよい年になりますことを祈念いたしまして、新年のご挨拶

とさせていただきます。 



2025年 12月 23日（火） 

 

第 23回「FSP会議」アジェンダ 

 

１、 出席予定者 

  JSA：皆川様 大日向様、加藤様  NSAJ：島原様、城山様、小柳様、 

AJS：中村様、戸田様、木村様、 

日食協：時岡様 流通経済研究所：堀尾様、久保田様 

  SBM：味の素：森様、青木様 キユーピー：前田様、森本様 

  チルド物流研究会：伊藤ﾊﾑ米久 HD：工藤様、日清食品ﾁﾙﾄﾞ：高橋様、江崎ｸﾞﾘｺ：西田様 

  三菱食品：跡治様、帰山様 国分 G 本社：岸、亀山 国分首都圏 山本、清水、殿村 

    欠席：JSA 江口様、SM 物流研究会 武田様、石原様 NSAJ 籾山様 チルド物流研究会・竹内様 

   

 

２，議事内容（予定） 

 

１） 「商品情報連携に関する取り組み」の活動状況について 

           ―「N-Sikle」について 

 

２） 各団体活動共有 

① 小売業団体 

・各団体からの活動報告 

② 日食協、SBM 会議、チルド物流研究会 各団体 

 

３） 「加工食品業界製配販行動指針」FSP 版の更新について 

 

４） 「日付逆転不可」への取り組み状況について：社会課題対応研究会 

 

５） 来年度・会議日程について 

2026 年 2 月 24 日（火）15：00～17：00  4 月 21 日（火）15：00～17：00 

    6 月 23 日（火）15：00～17：00  8 月 21 日（金）15：00～17：00 

   10 月 20 日（火）15：00～17：00  12 月 22 日（火）12：30～13：30 

開催場所については、調整中です。 

 

６） その他 

 



「加工食品業界製配販行動指針」FSP版の
各層評価について

2025年12月23日
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はじめに

⚫ 2023年11月に公表した「加⼯⾷品業界製配販⾏動指針（FSP版）」をベースとし、①製ー配
連携(メーカー→卸(小売)拠点➁配販連携(専⽤DC→小売店舗)➂配販連携(卸拠点→小売
TC)別に各社の取組み状況を以下の基準に則り自己評点

 1:未着手

 2:着手予定

 3:対象拠点のうち、⼀部の拠点で実⾏済み

 4:対象拠点のうち、50％以上の拠点で実⾏済み

 5:対象拠点のうち、全ての拠点で実⾏済み

⚫ 2025年度は、メーカー8社（⾷品物流未来推進会議（SBM会議））、卸売業8社（日本加
⼯⾷品卸協会）、小売業20社（SM物流研究会・関西SM物流研究会）の各層平均評価を
項目別に対比し「ギャップあり・共に低評価・共に高評価」から、取り組み事項の進捗、課題、更な
るレベルアップの可能性を検証

⚫ ガイドライン項目「⑨共同輸配送の推進等による車両の有効活⽤ ⑩発注の適正化 ⑪混雑時
を避けた運送」に関しては、各社個別取り組みのコメント回答を共有し、水平展開を奨励

⚫ 製配販の結節点にフォーカスし、⼀方の独りよがりでなく双方がより良くなる結果を確認し、課題に
ついては双方で共有し解決に向けた活動につながる、製配販⼀体となった⾏動指針と評価指標の
位置付けとなります。
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加工食品業界製配販行動指針（FSP版）製配販平均評価

2

2024年と2025年の優先度Aガイドライン項目の各層平均値

2025/12/23

2024年
A A A A A A A A A A A A A

①荷待ち時

間・荷役作

業等にかか

る時間の把

握

②荷待ち・

荷役作業

時間　「2

時間以

内」ルール

③納品

リードタイム

の確保

④予約受

付システム

の導入

⑤物流資

機材の標

準化・利

活⽤

⑥物流シ

ステムの標

準化・利

活⽤

⑦検品の

効率化・

検品水準

の適正化

⑧出荷に

合わせた

生産・荷

造り等

①運送時

の安全対

策

②荷役作

業時の安

全対策

①賞味期

限の年月

表示化

②「1/2

ルール」の

完全実施

③ＥＤＩ

の推進

全体平均

卸売業
日⾷協加盟卸

10社平均
3.8 3.4 3.2 3.2 3.4 3.4 2.9 3.1 4.0 3.0 3.3 3.7 4.3

メーカー
SBM加盟

8社平均
4.0 3.6 3.9 3.8 4.3 2.8 2.3 3.8 4.9 4.8 3.9 3.3 3.9 3.3

卸売業
日⾷協加盟卸

10社平均
3.8 3.4 3.2 3.2 3.4 3.4 2.9 3.1 4.0 3.0 3.3 3.7 4.3

小売業
SM物流研究会

15社平均
4.9 4.0 5.0 4.7 4.1 3.9 3.1 4.1 4.8 4.6 5.0 5.0 4.0

卸売業
日⾷協加盟卸

10社平均
2.7 2.6 3.0 3.0 2.0 2.0 3.2 3.9 4.1 3.9 3.1 3.7 3.4

小売業
SM物流研究会

15社平均
4.1 3.9 5.0 2.9 3.4 4.2 3.6 4.1 4.8 4.6 5.0 5.0 3.8

2025年
A A A A A A A A A A A A A

①荷待ち時

間・荷役作

業等にかか

る時間の把

握

②荷待ち・

荷役作業

時間　「2

時間以

内」ルール

③納品

リードタイム

の確保

④予約受

付システム

の導入

⑤物流資

機材の標

準化・利

活⽤

⑥物流シ

ステムの標

準化・利

活⽤

⑦検品の

効率化・

検品水準

の適正化

⑧出荷に

合わせた

生産・荷

造り等

①運送時

の安全対

策

②荷役作

業時の安

全対策

①賞味期

限の年月

表示化

②「1/2

ルール」の

完全実施

③ＥＤＩ

の推進

全体平均

卸売業
日⾷協加盟卸

8社平均
4.1 4.1 3.1 4.1 3.3 2.7 2.9 4.1 4.4 3.1 3.2 3.7 4.4

メーカー
SBM加盟

8社平均
4.0 4.0 4.1 3.9 4.5 2.9 2.9 3.9 5.0 5.0 3.9 3.3 4.1 3.6

卸売業
日⾷協加盟卸

8社平均
3.2 3.8 3.4 4.1 4.3 4.3 3.3 4.2 4.0

小売業
SM物流研究会

20社平均
3.5 3.8 4.4 4.3 3.4 4.1 3.8 4.1 4.1 4.3 4.6 4.4 4.1

卸売業
日⾷協加盟卸

8社平均
3.1 3.5 2.9 3.3 3.1 3.6 3.8 3.6 4.2 4.2 3.2 4.0 3.7

小売業
SM物流研究会

20社平均
4.2 3.7 4.0 4.1 3.8 4.2 3.8 4.1 3.8 4.4 4.4 4.4 3.9

連携パターン 回答企業

優先度

ガイドライン項目

①製ー配連携

（メーカー→卸拠点

（小売DC含む））

②配ー販連携

（専用DC→小売店舗）

③配ー販連携

（卸拠点→小売TC）

連携パターン 回答企業

優先度

ガイドライン項目

①製ー配連携

（メーカー→卸拠点

（小売DC含む））

②配ー販連携

（専用DC→小売店舗）

③配ー販連携

（卸拠点→小売TC）

３

７

５

６

４１ ２ ２ ２

６

８

ギャップ
あり

共に
低評価

共に
高評価
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連携PT No・傾向 ガイドライン項目 対比分析

製・配 ①共に高評価 入荷時間把握・入荷滞留2時間以内 取り組み事項と目的の明確化による改善

製・配 ②ギャップ 納品LT・パレタイズ化・賞味年月表示化 SBMメーカー以外の課題

製・配 ③共に低評価 物流システム利活用・検品効率化 ASN＆ノー検品の展開、運用見直しが進んでいない

製・配・販 ④共に高評価 運送・荷役の安全対策 取り組み事項と目的の明確化による改善

製・配 ⑤共に低評価 １／２ルールの完全実施 SM物流研究会以外の課題

配・販TC ⑥ギャップ 入荷時間把握・納品LT・予約・什器利活用 SM物流研究会以外の課題

配・販 ⑦ギャップ １／２ルールの完全実施 SM物流研究会以外の課題

配・販 ⑧共に高評価 EDIの推進
ASN＆ノー検品は定着
今後「商品情報」や「取引条件」のEDI化推進

2025年自己評価の傾向と対比分析、進捗、課題について

⚫ 層間で点数ギャップの大きい項目は、昨年（15）に対し本年（９（▲６））へ減少
ギャップ要因は、SBMおよびSM物流研究会以外のメーカー、小売業起因が大きい。

⚫ 両層とも点数が低い項目は、昨年の傾向と変化はない。
⚫ 両層とも点数が4.0以上の高評価項目が、昨年（１）に対し本年（９（＋８））へ増加
取り組み事項と目的が明確により、現場運用への反映が進んでいると想定

⚫ チャレンジ項目として以下の実行事例あり
（卸）メーカー共配DCを設置し、複数メーカー混載にて卸拠点へ納品
（卸）特定運送会社による入荷集約、発注曜日集約による入荷件数・車両削減
（小売）同施設内の他チェーンと車両共有と一部で混載配送
（小売）特売時のセンター分散入荷及び店舗への分散納品
（小売）家庭用品（雑貨）は、トラックの積載率を考慮し週3回→週2回納品へ変更

2025/12/23



「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」　対応の 「加工食品業界製配販行動指針」（ＦＳＰ　２４年１１月版） 点数：1:未着手 2:着手予定 3:一部 4:50％以上実行 5:全て実行

優先度：A：注力項目　B：必須項目　C：チャレンジ項目

25年度評価

取組み事項 メーカー 卸 卸 小売 卸 小売

①製ー配連携（メーカー→卸拠点（小売DC含む）） ②配ー販連携（専用DC→小売店舗） ③配ー販連携（卸拠点→小売TC） ①評価 ①評価 ②評価 ②評価 ③評価 ③評価

①荷待ち時間・荷役作業等にか

かる時間の把握

入出荷に係る荷待ち・荷役作業等にかかる時間を把握す

る

発着荷主双方で、荷待ち、荷役作業の実態を把握する

原則すべての拠点を把握する（日別、納品先別、時間、業務

内容等）

発着荷主双方で、荷待ち、荷役作業の実態を把握する

原則すべての拠点を把握する（日別、納品先別、時間、業務

内容等）

発着荷主双方で、荷待ち、荷役作業の実態を把握する

原則すべての拠点を把握する（日別、納品先別、時間、業務

内容等）

Ａ 4.0 4.1 3.2 3.5 3.1 4.2

②荷待ち・荷役作業時間

　「2時間以内」ルール

・物流事業者に対し、長時間の荷待ちや運送契約にない

荷役作業等をさせてはならない。

・荷待ち荷役作業等にかかる時間が2時間以内となってい

る荷主は、目標1時間以内としつつ、更なる時間短縮に努

める

（ゼロステップ）附帯作業の定義（認識）を発着荷主・物流

業者で合わせる

（第一ステップ）発着荷主それぞれの拠点で恒常的に2時間以

上の荷待ち・荷役作業時間が発生している場合は、発・着・物

が連携して、時間短縮を図る

（第二ステップ）1時間以内を目指す

（ゼロステップ）附帯作業の定義（認識）を発着荷主・物流

業者で合わせる

（第一ステップ）発着荷主それぞれの拠点で恒常的に2時間以

上の荷待ち・荷役作業時間が発生している場合は、発・着・物

が連携して、時間短縮を図る

（第二ステップ）1時間以内を目指す

（ゼロステップ）附帯作業の定義（認識）を発着荷主・物流

業者で合わせる

（第一ステップ）発着荷主それぞれの拠点で恒常的に2時間以

上の荷待ち・荷役作業時間が発生している場合は、発・着・物

が連携して、時間短縮を図る

（第二ステップ）1時間以内を目指す

Ａ 4.0 4.1 3.8 3.8 3.5 3.7

③納品リードタイムの確保
物流事業者の準備時間の確保や輸送手段の選択肢を

増やすために、納品リードタイムを十分に確保する

・「納品日前々日の午後1時発注締め」を早期に実現し、最終

的に「午後3時発注締め」を目標とする

・適切なリードタイム確保によって、必要な車両数を迅速に物流

事業者に連絡する

「定番発注の卸受信時刻は納品日前日午前12時まで」「特

売・新製品発注の卸受信日は納品日6営業日前まで」など、納

品リードタイムを十分に確保したうえで、相対で定める

「定番発注の卸受信時刻は納品日前日午前12時まで」「特

売・新製品発注の卸受信日は納品日6営業日前まで」など、納

品リードタイムを十分に確保したうえで、相対で定める

Ａ 4.1 3.1 3.4 4.4 2.9 4.0

④予約受付システムの導入 システムを導入し、荷待ち時間を削減する
待機削減効果が見込まれる場合は導入を進め、個別に生じる

課題は、協議解決を図る

待機削減効果が見込まれる場合は導入を進め、個別に生じる

課題は、協議解決を図る
Ａ 3.9 4.1 4.3 3.3 4.1

⑤物流資機材の標準化・利活用

・パレット等の物流資機材の規格等について標準化を推進

する。

・パレットの活用について提案があった場合には協議に応

じ、積極的な活用を検討する。

・T-11型プラスチックパレット、ビールパレット等を標準とし、パレッ

ト納品を推進する
・T-11型プラスチックパレットを標準とし、レンタルパレットでの納品

も含め推進する
Ａ 4.5 3.3 3.4 3.1 3.8

⑥物流システムの標準化・利活

用
データ・システムの仕様の標準化と共同利活用を推進する ・標準化された納品伝票電子化の実現に取組む ・伝票レスと受領データを推進する Ａ 2.9 2.7 4.1 3.6 4.2

⑦検品の効率化・検品水準の適

正化

検品の効率化・適正化を推進し、検品のための作業や検

品時間を削減する

・ASNを活用した検品レスの実現に取り組む

・SKU特性（出荷量　在庫量）に応じた出荷単位を設定し、

検品頻度を削減する

・ASNを活用した検品レスの実現に取り組む

・SKU特性（出荷量　在庫量）に応じた出荷単位を設定し、

検品頻度を削減する

・ASNを活用した検品レスの実現に取り組む

・SKU特性（出荷量　在庫量）に応じた出荷単位を設定し、

検品頻度を削減する

Ａ 2.9 2.9 4.1 3.8 3.8 3.8

⑧出荷に合わせた生産・荷造り等
出荷時の順序や荷姿を想定した生産・荷造り等を行い、

荷役時間を短縮する
外装サイズや表示の標準化、適正化に取組む

出荷の庫内業務と配送業務の引き渡しルール化により、相互に

負荷が偏らない運用を構築する

出荷の庫内業務と配送業務の引き渡しルール化により、相互に

負荷が偏らない運用を構築する
Ａ 3.9 4.1 3.6 4.1

⑨共同輸配送の推進等による車

両の有効活用

・幹線輸送と集荷配送の分離、集荷・配送先の集約等を

実施する

・他荷主との連携や積合せ輸送の実施により、積載率を

向上する

・共配荷主の配送条件の調整を行う（リードタイムや納品時間・

曜日等）

・着荷主と車両の相互活用、引取り物流、先行在庫、マザーセ

ンター化等を検討する

・店舗配送を効率化する手段として、サテライト拠点からの店舗

配送を検討する

・エリア・方面別に共同店舗配送を検討する

・得意先センターから距離が近い卸と同居もしくは共同物流を検

討する

・納品先センターより引取り物流を推進する

・他企業との共同TCセンター・店舗配送を検討する

C

⑩発注の適正化
日内（朝納品の集中）・曜日・月波動の平準化や、繁

閑差の平準化、適正量の在庫の保有・納品日の集約・発

注の大ロット化等を通じて発送・納品量を適正化する。

発着荷主間で協議し、納品量と頻度の適正化を検討する 発着荷主間で協議し、納品量と頻度の適正化を検討する 発着荷主間で協議し、納品量と頻度の適正化を検討する C

優先

度

1:未着手 2:着手予定 3:一部拠点で実行済み 4:50％以上の拠点で実行済み 5:全ての拠点で実行済み

ガイドライン項目 （内容）
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「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」　対応の 「加工食品業界製配販行動指針」（ＦＳＰ　２４年１１月版） 点数：1:未着手 2:着手予定 3:一部 4:50％以上実行 5:全て実行

優先度：A：注力項目　B：必須項目　C：チャレンジ項目

25年度評価

取組み事項 メーカー 卸 卸 小売 卸 小売

①製ー配連携（メーカー→卸拠点（小売DC含む）） ②配ー販連携（専用DC→小売店舗） ③配ー販連携（卸拠点→小売TC） ①評価 ①評価 ②評価 ②評価 ③評価 ③評価

優先

度

1:未着手 2:着手予定 3:一部拠点で実行済み 4:50％以上の拠点で実行済み 5:全ての拠点で実行済み

ガイドライン項目 （内容）

⑪混雑時を避けた運送 渋滞や混雑を避け、出荷・納品時間を分散させる 発着荷主間で協議し、効率化を検討する 発着荷主間で協議し、効率化を検討する 発着荷主間で協議し、効率化を検討する C

⑫物流管理統括者の選定
物流業務を統括する者（役員等）を選任し、物流の適

正化・生産性向上に向け、社内の関係部門（調達・販

売等）との連携を促進する

社内および社外に対して実効性を発揮する責任者を選任し、物

流適正化・生産性向上を主導する

社内および社外に対して実効性を発揮する責任者を選任し、物

流適正化・生産性向上を主導する

社内および社外に対して実効性を発揮する責任者を選任し、物

流適正化・生産性向上を主導する
B 4.9 3.5 2.8 3.4 2.8

⑬物流の改善提案と協力

・商取引契約において物流に過度な負担をかけているもの

がないか検討・改善する

・荷待ち時間や附帯作業の合理化要請があった場合は、

真摯に協議に応じ自らも積極的に提案する

・各会議体（FSP、日食協物流問題研究会、SM物流研究

会、SBM会議等）において情報を共有し、引き続き検討・改善

を図る

・また、関連する業界・団体・企業に広く情報発信し、活動の推

進・拡大を図る

・各会議体（FSP、日食協物流問題研究会、SM物流研究

会、SBM会議等）において情報を共有し、引き続き検討・改善

を図る

・また、関連する業界・団体・企業に広く情報発信し、活動の推

進・拡大を図る

・各会議体（FSP、日食協物流問題研究会、SM物流研究

会、SBM会議等）において情報を共有し、引き続き検討・改善

を図る

・また、関連する業界・団体・企業に広く情報発信し、活動の推

進・拡大を図る

B 4.9 3.5 3.6 3.7 3.3 3.7

⑭荷主側の施設の改善
物流施設の集約、新増設、レイアウト変更等必要な改善

を実施し、バース等の荷捌き場について、貨物の物量に応

じて適正に確保する

・出荷準備、回収品の配置に十分なスペースを確保する

・物量、納品車格に応じた必要な荷受け場所の改善を行う

・出荷準備、回収品の配置に十分なスペースを確保する

・物量、納品車格に応じた必要な荷受け場所の改善を行う

・出荷準備、回収品の配置に十分なスペースを確保する

・物量、納品車格に応じた必要な荷受け場所の改善を行う
B 4.5 3.9 3.7 3.6 3.7 3.8

⑮入出荷業務の効率化に資する

機材等の配置

適正な数のフォークリフトや作業員等、荷役に必要な機

材・人員を配置する

受け渡し時に、フォークリフトや作業員の不足により作業が滞らな

いよう適切な措置を取る

一定物量以上の納品は、手降ろしから搬送什器への積付け納

品に切替を推進する
B 4.6 4.1 3.7 3.8

⑯物流コストの可視化

荷主間の商取引において、基準となる物流サービス水準を

明確化し、サービスの高低に応じてコストを上下させるメ

ニュープライシング等の取組みを実施し、物流効率に配慮

した発注を促す

「基準となる物流サービス水準の明確化」と「サービスに応じたコス

ト設定」につき、真摯に協議する（「物流事業者への還元」を原

則とする）

「基準となる物流サービス水準の明確化」と「サービスに応じたコス

ト設定」につき、真摯に協議する（「物流事業者への還元」を原

則とする）

「基準となる物流サービス水準の明確化」と「サービスに応じたコス

ト設定」につき、真摯に協議する（「物流事業者への還元」を原

則とする）

B 4.3 3.1 3.5 4.0 3.1 3.8

①運送時の安全対策

・異常気象が発生または発生見込みの場合は無理な運

送依頼を行わない。物流事業者が運行中止を判断した場

合はこれを尊重する

・運転者が適切に休憩を取れるよう出荷予定時刻を設定

する

・異常気象が発生または発生見込みの場合は無理な運送依頼

を行わない。物流事業者が運行中止を判断した場合はこれを尊

重する

・1日の拘束時間と翌日運行開始までの休憩時間を考慮した配

送ダイヤグラムを設定する

・異常気象が発生または発生見込みの場合は無理な運送依頼

を行わない。物流事業者が運行中止を判断した場合はこれを尊

重する

・1日の拘束時間と翌日運行開始までの休憩時間を考慮した配

送ダイヤグラムを設定する

・異常気象が発生または発生見込みの場合は無理な運送依頼

を行わない。物流事業者が運行中止を判断した場合はこれを尊

重する

・1日の拘束時間と翌日運行開始までの休憩時間を考慮した配

送ダイヤグラムを設定する

Ａ 5.0 4.1 4.3 4.1 4.2 3.8

②荷役作業時の安全対策
労災の発生を防止するための対策を講じるとともに、事故

が発生した場合の賠償責任を明確化する
納品環境の安全確認を行い、必要に応じて改善を行う 納品環境の安全確認を行い、必要に応じて改善を行う 納品環境の安全確認を行い、必要に応じて改善を行う Ａ 5.0 4.4 4.3 4.3 4.2 4.4

①運送契約の書面化 運送契約は書面または電磁的方法を原則 運送事業者と契約書・覚書を適切に締結する 運送事業者と契約書・覚書を適切に締結する 運送事業者と契約書・覚書を適切に締結する B 5.0 4.9 4.9 4.7

②荷役作業等にかかる対価
・荷主は運転者が行う荷役作業料等を支払う者を明確化

し、物流事業者に適正な料金を支払う

・自ら運送契約を行わない荷主事業者においても同様

物流事業者に適正に荷役作業料等が支払われるよう、発着荷

主は真摯に協力する

契約した業務範囲外の荷役作業は、発着荷主で作業確認を

行い適正料金を支払う

契約した業務範囲外の荷役作業は、発着荷主で作業確認を

行い適正料金を支払う
B 4.8 4.8 4.8 4.4

③運賃と料金の別建て契約
運送の対価である「運賃」と、運送以外の役務等の対価で

ある「料金」は別建てで契約を原則とする

発着荷主、物流事業者間で協議し、「料金」の詳細を定め、こ

れを支払う

発着荷主、物流事業者間で運送以外の役務を要する事項は、

契約書に明文化し、これを支払う

発着荷主、物流事業者間で運送以外の役務を要する事項は、

契約書に明文化し、これを支払う
B 4.8 3.6 4.5 3.3 4.7

④燃料サーチャージの導入・燃料費等の上昇

分の価格への反映

物流事業者から燃料サーチャージ、燃料費上昇、高速道

路料金実費の料金反映を求められた場合は、適切に転

嫁する

物流事業者から燃料サーチャージ、燃料費上昇、高速道路料

金実費の料金反映を求められた場合は、協議の上、改定内容

を契約書に明文化し、適正料金を支払う

物流事業者から燃料サーチャージ、燃料費上昇、高速道路料

金実費の料金反映を求められた場合は、協議の上、改定内容

を契約書に明文化し、適正料金を支払う

物流事業者から燃料サーチャージ、燃料費上昇、高速道路料

金実費の料金反映を求められた場合は、協議の上、改定内容

を契約書に明文化し、適正料金を支払う

B 5.0 4.1 4.4 3.9
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「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」　対応の 「加工食品業界製配販行動指針」（ＦＳＰ　２４年１１月版） 点数：1:未着手 2:着手予定 3:一部 4:50％以上実行 5:全て実行

優先度：A：注力項目　B：必須項目　C：チャレンジ項目

25年度評価

取組み事項 メーカー 卸 卸 小売 卸 小売

①製ー配連携（メーカー→卸拠点（小売DC含む）） ②配ー販連携（専用DC→小売店舗） ③配ー販連携（卸拠点→小売TC） ①評価 ①評価 ②評価 ②評価 ③評価 ③評価

優先

度

1:未着手 2:着手予定 3:一部拠点で実行済み 4:50％以上の拠点で実行済み 5:全ての拠点で実行済み

ガイドライン項目 （内容）

⑤下請取引の適正化
元請事業者が下請に出す場合、⑤～⑧の対応を求めると

ともに、特段の事情なく多重下請が発生しないよう留意す

る

下請状況の実態を把握する 下請状況の実態を把握する 下請状況の実態を把握する B 4.9 3.7 4.4 3.7

⑥物流事業者との協議 運送契約の条件に関して、積極的に協議の場を設ける
最低限年1回は物流事業者との契約条件に関する協議機会を

設ける

最低限年1回は物流事業者との契約条件に関する協議機会を

設ける

最低限年1回は物流事業者との契約条件に関する協議機会を

設ける
B 5.0 4.6 4.5 4.6

⑦高速道路の利用 拘束時間削減のため、高速道路を積極的に利用する
拘束時間の短縮が見込める際は、配送ルート再設定を検討す

る

拘束時間の短縮が見込める際は、店着時間の変更と配送ルー

ト再設定を検討する

納品先センターとの指定着荷時間から、計画的な高速道路利

用を検討する
B 5.0 4.4 4.7 4.5

⑧運送契約の相手方の選定
物流事業者の選定にあたり、法令遵守状況や、働き方改

革・安全性向上への取組みを考慮する

物流事業者の法令遵守状況や、安全性向上への取組みを定

期的に共有する場を設ける

物流事業者の法令遵守状況や、安全性向上への取組みを定

期的に共有する場を設ける

物流事業者の法令遵守状況や、安全性向上への取組みを定

期的に共有する場を設ける
B 4.9 3.9 4.5 3.9

①賞味期限の年月表示化
・賞味期間1年以上商品の早期賞味期限年月表示化を実現

する

・1年未満商品の年月化も検討する

Ａ 3.9 3.1

②「1/2ルール」の完全実施
賞味期間180日以上の加工食品については、製配間の納品限

度は「原則2/3残し」を推進する

賞味期間180日以上の加工食品については、配販間の納品限

度は「原則1/2残し」を推進する

賞味期間180日以上の加工食品については、配販間の納品限

度は「原則1/2残し」を推進する
Ａ 3.3 3.2 3.3 4.6 3.2 4.4

③ＥＤＩの推進 受発注ＥＤＩ化を推進する
・流通ＢＭＳ受発注を推進する

・伝票レス納品を推進する

・流通ＢＭＳ受発注を推進する

・伝票レス納品を推進する
Ａ 4.1 3.7 4.2 4.4 4.0 4.4

4.4 3.6 4.0 4.1 3.7 3.9

運

送

契

約

の

適

正

化

業

界

特

性

に

応
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た

取

組

み
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11/27 飲料業界『社会課題対応研究会』
記者発表会の内容のご共有

2025年12月23日

1



飲料業界における社会課題の解決に向け、
5社が協働することで、個社個別の活動を加速させる

飲料業界『社会課題対応研究会』

■研究会の概要 - 発足背景

物流2024年問題 GHG排出量削減 食品ロス問題

2



初年度は、「物流2024年問題」にフォーカスし活動をスタート

＜成果＞
物流パートナー企業様やお取引先様の、多大なご理解・ご協力を
いただきながら、トラックドライバー様の待機時間、荷役作業の
発生件数の削減について、今年５月に５社連名リリースでご報告
した下記の成果の状態を現在も継続。

飲料業界『社会課題対応研究会』

■研究会の概要 - 1年目の振り返り

物流2024年問題

荷役作業発生件数 ※2

5社計平均 約 30% 削減
※2 ドライバーが本来の運転業務以外に行っている、積み下ろし、

検品、ピッキングなどの作業の発生件数

待機時間削減件数 ※1

5社計平均 約 40% 削減
※1 主に待機時間1時間以上の件数

期間：2024年3月～2025年2月の1年間



「物流2024年問題」課題対応の活動と並行して、
「GHG排出量削減」「食品ロス」などの社会課題に対応していくべく、

当研究会で今後検討すべきテーマについて議論を実施

飲料業界『社会課題対応研究会』

■新たな取り組みの検討内容

１年目（これまで）

２年目以降（これから）

「物流2024年問題」を中心に
検討・活動

物流2024年問題

「物流」に加え「GHG排出」「食品ロス」で
新たなテーマを選定

具体的な検討を開始するステージへ

物流2024年問題 GHG排出量削減

プラ削減

食品ロス問題
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「物流」からさらに視野を拡げ、「容器包装」等についても検討テーマを選定

飲料業界『社会課題対応研究会』

■新たな取り組みの検討内容

1. 更なる物流負荷改善

2. 納品時賞味期限の緩和（製造ロットの逆転）

3. ペットボトル・キャップの軽量化

4. 容器包装資材の効率化

5. サプライヤー企業との再エネ利用の促進

物流2024年問題

GHG排出量削減 食品ロス問題

物流2024年問題 食品ロス問題

GHG排出量削減

物流2024年問題

GHG排出量削減

GHG排出量削減 プラ削減

検討テーマ 対応する社会課題

5



意味合い
期待効果

検討項目

1. 更なる物流負荷改善

飲料業界『社会課題対応研究会』

物流2024年問題を背景とした厳しい物流環境の中、お客様に私たちの
商品をお届けする状態を維持していく必要がある。そのため、
喫緊の各社共通課題として取り上げ、トラック輸送能力不足に対応していく。

・同業他社や異業種企業と往復輸送や共同配送などに取り組んでおり
今後も輸送・配送・倉庫における更なる物流負荷軽減策を検討

・導入が進んでいるバース予約システム※をさらにバリューチェーン全体で
有効に活用できるよう、物流パートナー企業様や納品先様のご協力を
得ながら共に推進していく方策を模索

■新たな取り組みの検討内容
GHG排出量削減 食品ロス問題物流2024年問題

※物流拠点（倉庫や物流センター）の荷物の積み降ろしスペースである「バース」を、
トラックのドライバーや運送会社が事前にオンラインで予約するためのシステム
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2. 納品時賞味期限の緩和（製造ロットの逆転※）

飲料業界『社会課題対応研究会』

賞味期間の⾧さに応じて現行の納品ルールを緩和いただくことで、
「製造ロット適合のために行っている輸送」や、
「店頭に並ぶ前の段階で起きている食品ロス」の削減に繋げる

・活動主旨に賛同いただいた流通企業様での、
納品時の製造ロット逆転の運用テストおよび店頭調査

・賞味期限に関する消費者意識WEB調査

・省庁や異業種の物流研究会との情報交換や協議

■新たな取り組みの検討内容
GHG排出量削減 食品ロス問題物流2024年問題

意味合い
期待効果

検討･実施
項目

※納品時に賞味期限内で製造ロットの逆転が起きること

7



飲料業界『社会課題対応研究会』

■新たな取り組みの検討内容

Ⅰ.購入するときに、賞味期限/消費期限を気にしている人の割合

Ⅱ.購入するときに、賞味期限/消費期限を「とても」 気にしている人の割合

Ⅲ.ペットボトル飲料の賞味期限の日付逆転が購買行動に与える影響

GHG排出量削減 食品ロス問題物流2024年問題

2. 納品時賞味期限の緩和（製造ロットの逆転）

◇流通様での運用テスト・店頭調査に先んじて、
賞味期限に関する消費者意識WEB調査の実施

＜WEB調査の内容＞
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飲料業界『社会課題対応研究会』

■新たな取り組みの検討内容

Ⅰ. 購入するときに、賞味期限/消費期限を気にしている人の割合

・主に日配品と加工食品で、気にしている人の割合は大きく分かれている
・ペットボトル飲料と缶飲料は、賞味期限表示が無いアイスクリームに次いで

気にしている人の割合が少ない

飲料業界『社会課題対応研究会』
賞味期限に関する消費者意識調査2025(ｎ=2670)

GHG排出量削減 食品ロス問題物流2024年問題

2. 納品時賞味期限の緩和（製造ロットの逆転）

9



飲料業界『社会課題対応研究会』

■新たな取り組みの検討内容

Ⅱ. 購入するときに、賞味期限/消費期限を「とても」 気にしている人の割合（5段階評価のトップスコア）

・「とても」気にしている人の割合となると、賞味期間の⾧いカテゴリーは1割未満に
・ペットボトル飲料と缶飲料は、賞味期限表示が無いアイスクリームと同等

GHG排出量削減 食品ロス問題物流2024年問題

2. 納品時賞味期限の緩和（製造ロットの逆転）

飲料業界『社会課題対応研究会』
賞味期限に関する消費者意識調査2025(ｎ=2670)
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飲料業界『社会課題対応研究会』

■新たな取り組みの検討内容

Ⅲ. ペットボトル飲料の賞味期限の日付逆転が購買行動に与える影響

“前回購入商品の賞味期限が1年1ヶ月後”で、”賞味期限が1年後の同商品”を同じ店舗で見つけた場合

賞味期間が⾧いペットボトル飲料においては、

1ヶ月程度の賞味期限の逆転があっても、

86.5%の人が、商品を購入すると回答。

2. 納品時賞味期限の緩和（製造ロットの逆転）

飲料業界『社会課題対応研究会』
賞味期限に関する消費者意識調査2025(ｎ=2670)

GHG排出量削減 食品ロス問題物流2024年問題
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飲料業界『社会課題対応研究会』

■新たな取り組みの検討内容

【農林水産省 新事業・食品産業部企画グループ、物流生産性向上推進室、食品ロス・リサイクル対策室】

食品産業の持続可能な発展に向けて好事例となるような、社会課題対応研究会における飲料５社での連携の取組に感謝するとともに、
ますますの進展を応援しています。
食品産業はこれまで、消費者に豊かで多様な食生活を日々途切れることなく提供するため尽力し、非常に高いサービス水準を実現してきました。
一方で、人口減少・少子高齢化の中で社会を維持発展させていくため、省力化の要請が一層高まっている昨今においては、より少ない労力で効
果を出せるように、生産から流通、消費までの関係者でサービスのあり方、必要な機能と評価される価値とを見直すことも必要になるものと思
われます。本年の通常国会で成立した食料システム法では、本年10月から、持続可能な供給に資する食品等事業者の取組に対する認定制度を
開始するとともに、来年４月以降は、飲食料品等全般を対象に、売り手・買い手双方の事業者に対し、商慣習の見直し等の提案があった場合に
は検討・協力する等の努力義務が課せられます。
農林水産省では、食料システム法等に基づき、サプライチェーン全体での商慣習の見直しなど、食品等の持続的な供給に向けた取組を推進・支
援していくこととしています。
社会課題対応研究会において、物流の効率化や食品ロス削減等による環境負荷の低減に資する賞味期限表示のあり方の見直しに向けて、現状起
きている非効率を見える化し、メーカー間や卸・小売との協議を進め、見直しの影響を受ける消費者側の受け止めについてもアンケートでの把
握に取り組まれたというのは、まさにこの流れに沿ったものであり、成果を期待しています。

GHG排出量削減 食品ロス問題物流2024年問題

2. 納品時賞味期限の緩和（製造ロットの逆転）

◇省庁との意見交換：
本活動の趣旨に賛同いただいた農林水産省からの応援コメント
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２０２５年１２月１日 

   

 

2025年12月 常任幹事会・次第  

 

 

Ⅰ 常任幹事会 １７：３０～  場所：一乃喜 

 

１、 支部長挨拶    

２、 ２０２６年 新年交礼会の開催について 

 ・運営方法について 

       ３、 ２０２５年度 活動報告 

 ２０２６年度 活動予定 

     ・ ５月 勉強会（ＷＧ・賛助会員共催） 

・   ７月 常任幹事会、総会、懇親会 

               ・１０月  交流会（ＷＧ・賛助会員共催） 

               ・１２月 常任幹事会 

・   １月  新年交礼会、懇親会（支部、賛助会員共催） 

４、 一般社団法人 日本加工食品卸協会 

       時岡専務理事様より報告事項 

５、 その他 

      

Ⅱ  会食  １８：００～ 場所：一乃喜 

 

＜本日の出席者＞  

専務理事 時岡 肯平 （一社）日本加工食品卸協会 専務理事 

支部長 齋藤 伸一 日本アクセス北海道株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 

副支部長 諏訪 勝巳 国分北海道株式会社 代表取締役社長執行役員 

副支部長 内山 勝夫 三菱食品株式会社 北海道支社 執行役員 北海道支社 支社長 

会計幹事 上田 和久 株式会社スハラ食品  代表取締役社長 社長執行役員 

常任幹事 伊関 淑之 北海道酒類販売株式会社 代表取締役社長 

常任幹事 井関 信平 加藤産業株式会社 北海道支社 北海道支社長 

常任幹事 舘林 宏佳 三井物産流通グループ株式会社 
三井食品ユニット 首都圏支社  

北海道営業部 部長 

        

事務局 阿部 和雄 日本アクセス北海道株式会社   

 

以上 



「九州・沖縄支部 連絡協議会・賛助会員連絡会」開催 

 

【日 時】 2025 年 12 月 11 日（木）15:00～16:50 

【会 場】 ANA クラウンプラザホテル福岡 2 階コーラル 

【次 第】  －連絡協議会－ 

・支部長挨拶 

       （一社）日本加工食品卸協会 九州・沖縄支部 支部長 

          ヤマエ久野株式会社 代表取締役社長    工藤 恭二 

      ・2026 年九州・沖縄支部及び各県同業会主催新年交礼会について 

・同業会各所活動報告（アンケート集計から）                               

      ・日食協本部活動報告  

        （一社）日本加工食品卸協会 専務理事       時岡 肯平 

 

             －賛助会員連絡会－ 

      ・2026 年九州・沖縄支部及び各県同業会主催新年交礼会について 

      ・同業会各所活動報告（アンケート集計から） 

      ・日食協本部活動報告  

        （一社）日本加工食品卸協会 専務理事       時岡 肯平 

       

       －特別講演会－ 

             ・「人口減少下における消費関連企業の課題」  

        流通科学大学教授   白鳥 和生  氏 

                                          

 

 

 

挨拶する工藤支部長 賛助会員連絡会会場 



２０２５年 １２月１５日（月）

N-Sikle（日食協 商品情報連携標準化システム）

運営委員全体会
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「N-Sikle」と「産業横断レジストリ」の現状

1

流通業界全体の共通課題

将来の人手不足にともない、人手がかかるアナログ業務は必然的に対応できる作業量が減少する。

現在、多くの人手をかけている商品情報連携作業の一部が継続できない場合、取引が行われないことになり、事業継続のリスクが発生する。

「N-Sikle」の現状

・日食協主導にて、卸メーカー間でＪＩＩ社の商品DBを活用した主要商品情報連携強化ネットワークサービスとして立上げ

・国分グループ本社が先行導入、続いてカナカンが導入中（いづれも一部エリアでの導入）

・JIIの商品DBを利用しているため、JIIに加盟している企業のみ、その情報を利用できる制限がある。（JII未加盟企業は自社マスタを利用）

・システムでの標準化を期待するが、業務の見直しとシステム対応費用がかかることから、他社動向を見守る企業が多く、導入拡大が遅れている。

→卸メーカーだけでなく小売業も含めた製配販連携型のサービスへ成長する必要がある。

小売業を含める場合、食品だけでなく非食品に関する商品情報の連携も重要になる。

「産業横断レジストリ」の現状

・業界全体の効率化のために経産省が主導する「産業横断レジストリ」の必要性は理解されている。

・機能面でＡＰＩ連携となる想定で、一部の大手企業は利用できるかもしれないが、中小企業では利用が難しいと想定される。

・大手のみが利用する仕組みとなる場合、業界全体での業務効率化が期待できないことやその利用費用に関しても高額になることが懸念される。

→中小規模でも利用できる仕組みを構築する必要がある。

「N-Sikle」「産業横断レジストリ」互いの強みを組み合わせることで

より多くの企業で業界DB（商品情報）を安価に利用できる環境を作り、業界全体の業務効率化を目指す
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１：経産省商品情報連携会議検討体制

Ａ）

Ｂ） Ｃ）

出展：経産省商品情報連携会議資料より
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１．経産省商品情報連携会議 -全体スケジュールｰ

出展：経産省商品情報連携会議資料より
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１：商品情報連携協議会商品情報の取扱に関する検討会(WG-B)

1.登録/利用ルール分科会報告

出展：経産省商品情報連携会議資料より
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出展：経産省商品情報連携会議資料より

１：商品情報連携協議会商品情報の取扱に関する検討会(WG-B)
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2. 拡張項目分科会報告

出展：経産省商品情報連携会議資料より

１：商品情報連携協議会商品情報の取扱に関する検討会(WG-B)
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2. 拡張項目分科会報告

出展：経産省商品情報連携会議資料より

１：商品情報連携協議会商品情報の取扱に関する検討会(WG-B)
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3. 品質管理分科会報告

出展：経産省商品情報連携会議資料より

１：商品情報連携協議会商品情報の取扱に関する検討会(WG-B)
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3. 品質管理分科会報告

出展：経産省商品情報連携会議資料より

１：商品情報連携協議会商品情報の取扱に関する検討会(WG-B)
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出展：経産省商品情報連携会議資料より

１：商品情報連携協議会商品情報の取扱に関する検討会(WG-B)
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２：商品情報の在り方・商習慣に関する検討会(WG-C) 報告

出展：経産省商品情報連携会議資料より
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２：商品情報の在り方・商習慣に関する検討会(WG-C) 報告

出展：経産省商品情報連携会議資料より



Copyright © 2025 Japan Processed Foods Wholesalers Association All Rights Reserved. 13

２：商品情報の在り方・商習慣に関する検討会(WG-C) 報告

出展：経産省商品情報連携会議資料より
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３．産業横断レジストリーVer1.0 の確認

出展：GS1 JAPAN 経産省商品情報連携会議資料より

①GTINでの検索となっているが、新商品に関してメーカーを跨ったGTINを小売はどのように取得するのか？

②カテゴリーや販売開始時期など小売（バイヤー）の利用を想定した検索方法にしないと小売は使わないのではないか。

③GTINが分かる既存商品の場合、昨今変更の多い価格改定時に利用する事を想定するが基本情報のみなので対応できない。

④産業横断レジストリーでは検索画面を用意しないとの事で、小売（バイヤー）が検索する為に各小売が画面を作成する必要あり。

確認①②

確認③

確認④
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４．産業横断レジストリー構想（経産省）

15

N-
Sikle

第一ステップでは卸・メーカー
小売の負担は変わらない。
このフェーズを早めなければ製
配販における商品情報連携の
効率化はない
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５．商品情報連携メーカー・卸・小売業工数削減への対応

上記左２工程の多くの部分は卸が担当。経産省
の取り組みとN-Sikleを連動させ、上記工数の削
減を図らなければ人手不足による影響で対応出
来なくなる可能性がある

1商品１JANになった場合

産業横断レジストリー及びN-Sikleで効率化可能な範囲
凡例 赤枠：産業横断R構想で効率化

青枠：N-Sikleで効率化
緑枠：製配販での自社システムとの連携実装

更に効率化を図るために、制配販各層でのデータ連携・自社
システムへの取込を推進する。（次ページ）
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N-Sikleの将来想定 ～商品情報 製配販での共通プラットフォーム利用（セキュリティは担保）～

将来想定されるデータ連携

卸

共通項目：標準項目
固有項目：各社の固有項目

商品画像（１面、８面）
品質情報

見積共通
フォーマ
ットDB

小売

流通ＢＭＳ
商品マスタ
ＭＳＧ

卸物流関
連マスタ

N-SIKLEより自社システムへの取り込
みを卸にて仕組化が可能。(任意)再入
力の手間が省け誤入力を防ぎ効率化
が図れる

メール・EXCELでの提供ではなく、データでの
提供が望まれてくる。N-Sikleより送る事によ
り再入力の手間が省け誤入力を防ぐ。流通
BMS・CSV・EXCELなどへ変換

６．N-Sikle サプライチェーンデータ連携構想について

メーカシステムからN-SIKLEへの
自動取り込みが可能。(任意)入
力の手間が省け誤入力を防ぎ効
率化が図れ卸とのエビデンスとして
利用可能。

メーカー

小売個別
見積書FMT

デ

ー
タ

連

携

Ｎ
ｰ
S

i

k

l

e

各

社

内

シ

ス

テ

ム

メーカー収
益マスタ

メーカー商
品マスタ

卸収益マ
スタ

流通ＢＭＳ
商品マスタ
ＭＳＧ

見積共通
フォーマ
ットDB

共通
項目

固有
項目

従来のECXELベースの見積
はなくなっていくと想定

小売店舗
マスタ

小売商品
マスタ

流通ＢＭＳ
商品マスタ
ＭＳＧ

凡例：
赤字太線枠
N-Sikle（卸・メーカー版）

緑字太線枠
N-Sikle（小売利用版）
小売N-Sikleは卸・メー
カーへの見積依頼・依頼状
況・マスター内容・見積共通
DB検索・採用連絡・過去履
歴等を利用可能。
小売マスターシステムへの連
携機能も保持

GS1Japan
産業横断レジ
ストリー（商
品基本情報)

見積共通
フォーマ
ットDB

BMS以外データフォー
マットの場合、小売指定
フォーマットへ自動変換

N-Sikle：小売利用版N-Sikle：卸・メーカー版
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産
業
横
断
レ
ジ
ス
ト
リ

小売業卸売業メーカー

GJDB Inforex
（食品DB）

PLANET
（日雑DB）

各業界DB
管理

経済産業省様
GS１JAPAN様

＋
各業界DB事業者様

N
-S

ik
le 商

品
マ
ス
タ
機
能

見
積
機
能

商品マスタ作成

商品マスタ確認・差戻

商品マスタ承認（受領）

商品マスタ提出

商品マスタ修正

商品マスタ作成

商品マスタ提出

商品マスタ修正
商品マスタ確認・差戻

商品マスタ承認（受領）

商品マスタ依頼商品マスタ依頼の受領商品マスタ依頼の受領 商品マスタ依頼

見積作成

見積確認・差戻

見積承認（受領）

見積提出

見積修正

見積作成

見積提出

見積修正
見積確認・差戻

見積承認（受領）

見積依頼見積依頼の受領見積依頼の受領 見積依頼

商品情報

取込

EXCELでの
確認など

各業界DBへの基本商品マスタ登録

・「産業横断レジストリ」は各業界DBの商品情報管理を行い、「N-Sikle」と連携し、正確な商品情報の供給を行う。

・「産業横断レジストリ」の商品情報は商品確定情報を連携する商品マスタ機能だけでなく、既存商品に関する価格改定時の見積機能でも利用する。

・利用ユーザーは見積機能／商品マスタ機能ともに「Ｎ-Ｓｉｋｌｅ」のブラウザ機能を使用してサービス利用する。

・小売業もN-Sikleを利用し見積依頼・採用連絡をN-Sikleにて行う。見積・商品情報はN-Sikleから取得する。

標準FMTでの提供
※小売側の指定FMTの場合は

別途開発費用が発生

PLANET
（日雑DB）

Inforex
（食品DB）

GJDB

産業横断レジストリ
N-Sikleを小売が利用するパターン
小売から卸・メーカーへの見積依頼や
採用連絡・依頼状況・連携状況が確認可能

Appendix：
製配販での「N-Sikle」と「産業横断レジストリ」連携イメージ（N-Sikle小売利用パターン）

18

小売業の見積機能利用はオプション。利用必須ではない
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７.N-Sikle今後の進め方について

19

１）「N-Sikle」利用に向けた協議

・日食協（＋幹事企業：国分グループ本社／三菱食品／日本アクセス）、ＪＳＡ、ＡＪＳ、サイバーリンクスにてN-Sikle利用に向けた各種調整

※サービスや機能内容／料金体系（ＪＩＩ非加盟卸含む）／標準仕様の策定／アナウンス（業界／加盟企業など）

※ＪＳＡ，ＡＪＳに日食協Ｎ－Ｓｉｋｌｅ運営委員会などにご参加いただきながら、小売卸間での商品情報連携についての標準化を進める。

２）「Ｎ－Ｓｉｋｌｅ」と「産業横断レジストリ」との連携調整

・ＧＳ１ JAPANとの各種調整を実施

※場合によって、経済産業省／ＪＩＩ／ＰＬＡＮＥＴとの調整も必要

３）加盟企業への普及活動

・各加盟企業（小売／卸／メーカー）への普及活動

・加盟外企業についても利用企業を経由して普及を行う

４）他業界団体の勧誘

・上記関連以外の業界団体への本取組みへの勧誘
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次世代標準ＥＤＩ推進協議会
ｰ 標準利用コード検討分科会について -
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事前出荷情報（ASN）に関する

ASNレベル及び検品レスと伝票レス

に関する運用指針に関する検討

BMSメッセージの作成検討

（ASN、受領、返品・返品受領）

DPC協議会 次世代EDIチーム
（SBM会議）

日食協 ASN検討WG

メーカーと卸による
「メーカー・卸間

次世代標準EDI推進協議会」

BMSメッセージ案の作成

日食協 EDI・WG、
次世代標準EDI専門部会

連 携

Ⅰ. 次世代標準ＥＤＩ推進協議会

物
流
担
当
中
心

シ
ス
テ
ム
担
当
中
心

《 メーカーと卸の検討体制 》 ※2024年12月「メーカー・卸間次世代標準EDI」に関する説明会資料より

当協議会

1. メーカーと卸の検討体制

21
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2. 協議会の体制

目的は、加工食品サプライチェーンにおけるメーカー・卸間の次世代の標準EDIを策定し、先ずは、「持続可能な物
流の構築」 に関する導入が急がれる事前出荷情報（ASN）等の計画・活用・実施

事務局
一般社団法人

日本加工食品卸協会

・アサヒビール㈱
・味の素㈱
・カルビー㈱
・菊正宗酒造㈱
・キユーピー㈱
・キリングループロジスティクス㈱

・サントリーシステム
テクノロジー㈱

・日清食品ホールディングス㈱
・㈱ニップン
・ハウス食品㈱
・明治ホールディングス㈱

・伊藤忠食品㈱
・加藤産業㈱
・国分グループ本社㈱
・㈱日本アクセス
・日本酒類販売㈱
・三井物産流通グループ㈱
・三菱食品㈱
・㈱山星屋

幹事会

メーカー（11社） 卸（8社）

・GS1 Japan
・㈱ファイネット

・大塚食品㈱
・カゴメ㈱
・㈱加藤美蜂園
・カルピス㈱
・クラシエ㈱
・月桂冠㈱
・サッポロビール㈱
・田中食品㈱
・テーブルマーク㈱

・日清オイリオ
グループ㈱
・㈱日清製粉ウェル
ナ
・ネスレ日本㈱
・ハナマルキ㈱
・ヒガシマル醤油㈱
・マルハニチロ㈱
・㈱明治屋
・ヤマキ㈱
・理研ビタミン㈱

メーカー（18社）

オブザーバー（1団体、1社）

全体会（メーカー29社、卸8社、オブザーバー1団体・1社）

メーカー・卸間次世代標準ＥＤＩ推進協議会

（略称：次世代EDI協議会）

（五十音順、敬称略）

22

Ⅰ. 次世代標準ＥＤＩ推進協議会
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3. 今後の体制（変更案）

検討を進めた結果、下記課題等が浮き彫りとなり、今後の当協議会の検討体制を変更する。

⚫ ASN等の業務運用検討
⚫ 業務運用検討（受領、返品、請求・支払、出荷案内 他）
⚫ 標準利用コード体系検討（取引先、商品 他）
⚫ VAN機能の検討
※システム運用及びシステム仕様は幹事会にて継続

【課題】

上記課題等（幹事会にて検討しているシステム運用及びシステム仕様以外）を解決するため
幹事会配下に、以下分科会を設けて検討する。

⚫ ASN業務運用検討分科会（物流担当者）
幹事会より出てきたASN等に関する課題等の業務運用を検討する。
なお、DPC協議会の次世代EDIチームと日食協ASN検討WGの検討より引き継ぐ。

⚫ 業務運用検討分科会（商流・物流担当者）
受領、返品、請求・支払、出荷案内等の業務運用を検討検討する。
この結果を受け、システム運用とシステム仕様を具現化する。

⚫ 標準利用コード検討分科会（マスタ管理者）
製・配・販連携協議会の商流・物流におけるコード体系標準化WGや経産省の商品情報連携会
議の内容を踏まえ、取引先・商品コード等の標準利用コード体系に関し検討する。
この結果を受け、システム運用とシステム仕様に反映する。

⚫ VAN機能分科会（ファイネット社とシステム担当者）
ファイネット社とVAN機能に関する検討を行う。

Ⅰ. 次世代標準ＥＤＩ推進協議会



Copyright © 2025 Japan Processed Foods Wholesalers Association All Rights Reserved. 24

3. 今後の体制（変更案）

幹事会メーカー各社よりメンバーを募集します。 ご協力・ご支援願います！
※議論にご参加頂けるメーカー企業は、幹事会終了後のアンケートに希望分科会をご記入ください（複数可）。

卸側は、以下日食協の各委員会を中心としたメンバーが各分科会に参加します。
• ASN業務運用検討分科会：ASN検討WG
• 業務運用検討分科会 ：ASN運用検討WG、次世代標準EDI検討専門部会、

経理業務標準化協議WG
• 標準利用コード検討分科会：N-Sikle運営委員会、次世代標準EDI検討専門部会
• VAN機能検討分科会 ：EDI-WG（+ファイネット社）
※卸の具体的メンバーは、別途調整します。

【体制】 メーカー・卸間次世代標準EDI推進協議会

全体会

幹事会

ASN業務運用検討分科会 業務運用検討分科会 標準利用コード検討分科会 VAN機能分科会

現在検討しているASN等に
関する業務運用検討

受領、返品、請求・支払、出
荷案内等の業務運用検討

標準利用コード体系
に関する検討

VAN機能に関する検討

全体検討
（現時点のシステム運用及び
システム仕様は継続）

物流担当者 ファイネット社、システム担当
者

商流・物流担当者 マスタ管理者

※参加者多数の場合は、調整させて頂きます。

Ⅰ. 次世代標準ＥＤＩ推進協議会
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